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予算特別委員会会議録

令和３年 ２月２６日（１日目）午前１０時００分開会

１．議案審査（補足説明・大綱質疑）

議案第１５号 令和２年度潟上市一般会計補正予算（第１４号）（案）について

議案第１６号 令和２年度潟上市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）

（案）について

議案第１７号 令和２年度潟上市後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）

（案）について

議案第１８号 令和２年度潟上市介護保険事業特別会計補正予算（第４号）（案）

について

議案第１９号 令和２年度潟上市豊川財産区特別会計補正予算（第１号）（案）に

ついて

議案第２０号 令和２年度潟上市下虻川財産区特別会計補正予算（第１号）（案）

について

議案第２１号 令和２年度潟上市和田妹川財産区特別会計補正予算（第１号）

（案）について

議案第２２号 令和２年度潟上市飯塚財産区特別会計補正予算（第１号）（案）

について

議案第２３号 令和２年度潟上市水道事業会計補正予算（第３号）（案）について

議案第２４号 令和２年度潟上市下水道事業会計補正予算（第３号）（案）につい

て

議案第２５号 令和３年度潟上市一般会計予算（案）について

議案第２６号 令和３年度潟上市国民健康保険事業特別会計予算（案）について

議案第２７号 令和３年度潟上市後期高齢者医療特別会計予算（案）について

議案第２８号 令和３年度潟上市介護保険事業特別会計予算（案）について

議案第２９号 令和３年度潟上市豊川財産区特別会計予算（案）について

議案第３０号 令和３年度潟上市下虻川財産区特別会計予算（案）について

議案第３１号 令和３年度潟上市和田妹川財産区特別会計予算（案）について

議案第３２号 令和３年度潟上市飯塚財産区特別会計予算（案）について
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議案第３３号 令和３年度潟上市水道事業会計予算（案）について

議案第３４号 令和３年度潟上市下水道事業会計予算（案）について

議案第３５号 令和３年度潟上市一般会計補正予算（第１号）（案）について

２.散会
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午前１０時００分 開会

○委員長（菅原理恵子） おはようございます。

ただいまの出席委員は16名であります。

定足数に達しておりますので、これより予算特別委員会を開会します。

これから本日の会議を開きます。

本日の日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。

議案審査を行います。

質疑については議会運営基準により、分科会審査の範疇の質問は行わないこととなっ

ておりますので宜しくお願いします。

また、自身が所属する分科会の所管事項については質疑できませんので宜しくお願い

します。

委員の質疑時間は１人15分以内で３回までとします。

【議案第１５号 令和２年度潟上市一般会計補正予算（第１４号）（案）について】

○委員長（菅原理恵子） はじめに、議案第15号、令和２年度潟上市一般会計補正予算（第

14号）（案）についてを議題とします。

議案第15号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。11番伊藤委員。

○１１番（伊藤正吉） ページにして20ページお願いします。

この８款の土木費４項都市計画費のところの２目の公園費のところでございますけれ

ども、この工事請負費の公園施設改修工事6,800万円ちょっとのだいぶ大きい金額でござ

いますけれども、先の提案理由のところで詳しい説明もございませんでしたので、非常

に大きい金額ですので、この３月の時期になぜこの補正をしなければならないのかその

理由、新年度予算でもよかったのではないかと思いますけれどもその急ぐ理由と、でき

ればその工事内容についてお伺いしたいのですがお願いします。

○委員長（菅原理恵子） 櫻庭産業建設部長。

○産業建設部長（櫻庭春樹） ただいまの質問にお答え致します。

今回の補正につきましては、国の第３次補正予算による社会資本整備総合交付金事業

で追加になった分でございます。工事の内容としましては、鞍掛沼展望塔外壁防水工事

分とそれからＬＥＤ照明更新工事分となっております。

以上でございます。

○委員長（菅原理恵子） 11番伊藤委員。
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○１１番（伊藤正吉） おおまかな工事内容についてはわかりますけれども、社会資本整

備資金の追加ということですけれども、これ今この３月で急に出て、社会総合整備資金

の追加ということで、今ここでやらなければならない事業なのでしょうか。そこら辺も

う一回。

○委員長（菅原理恵子） 櫻庭産業建設部長。

○産業建設部長（櫻庭春樹） ただいまのご質問にお答え致します。

本予算につきましては、繰越明許費でも予算計上しておりまして、繰越明許費を補正

予算と計上している以上、補正予算として計上しなければいけませんので、今回計上さ

せていただいております。

○委員長（菅原理恵子） 11番伊藤委員。

○１１番（伊藤正吉） 最後ですけれども、そうすれば工事いつころからかかる予定なの

でしょうか。

○委員長（菅原理恵子） 櫻庭産業建設部長。

○産業建設部長（櫻庭春樹） すいません、工事等についてはちょっと詳細ですので、分

科会の方でわかればお答え致します。

○委員長（菅原理恵子） ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（菅原理恵子） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

本案は、それぞれ所管の分科会で詳細審査をお願い致します。

【議案第１６号 令和２年度潟上市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）（案）に

ついて】

○委員長（菅原理恵子） 次に、議案第16号、令和２年度潟上市国民健康保険事業特別会

計補正予算（第４号）（案）についてを議題とします。

議案第16号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（菅原理恵子） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

本案は、社会厚生分科会で詳細審査をお願いします。

【議案第１７号 令和２年度潟上市後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）（案）につ

いて】

○委員長（菅原理恵子） 次に、議案第17号、令和２年度潟上市後期高齢者医療特別会計
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補正予算（第４号）（案）についてを議題とします。

議題第17号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（菅原理恵子） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

本案は、社会厚生分科会で詳細審査をお願いします。

【議案第１８号 令和２年度潟上市介護保険事業特別会計補正予算（第４号）（案）につい

て】

○委員長（菅原理恵子） 次に、議案第18号、令和２年度潟上市介護保険事業特別会計補

正予算（第４号）（案）についてを議題とします。

議案第18号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（菅原理恵子） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

本案は、社会厚生分科会で詳細審査をお願いします。

【議案第１９号 令和２年度潟上市豊川財産区特別会計補正予算（第１号）（案）について】

○委員長（菅原理恵子） 次に、議案第19号、令和２年度潟上市豊川財産区特別会計補正

予算（第１号）（案）についてを議題とします。

議案第19号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（菅原理恵子） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

本案は、産業建設分科会で詳細審査をお願いします。

【議案第２０号 令和２年度潟上市下虻川財産区特別会計補正予算（第１号）（案）につい

て】

○委員長（菅原理恵子） 次に、議案第20号、令和２年度潟上市下虻川財産区特別会計補

正予算（第１号）（案）についてを議題とします。

議案第20号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（菅原理恵子） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

本案は、総務文教分科会で詳細審査をお願いします。

【議案第２１号 令和２年度潟上市和田妹川財産区特別会計補正予算（第１号）（案）につ

いて】
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○委員長（菅原理恵子） 次に、議案第21号、令和２年度潟上市和田妹川財産区特別会計

補正予算（第１号）（案）についてを議題とします。

議案第21号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（菅原理恵子） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

本案は、総務文教分科会で詳細審査をお願いします。

【議案第２２号 令和２年度潟上市飯塚財産区特別会計補正予算（第１号）（案）について】

○委員長（菅原理恵子） 次に、議案第22号、令和２年度潟上市飯塚財産区特別会計補正

予算（第１号）（案）についてを議題とします。

議案第22号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（菅原理恵子） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

本案は、総務文教分科会で詳細審査をお願いします。

【議案第２３号 令和２年度潟上市水道事業会計補正予算（第３号）（案）について】

○委員長（菅原理恵子） 次に、議案第23号、令和２年度潟上市水道事業会計補正予算（第

３号）（案）についてを議題とします。

議案第23号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（菅原理恵子） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

本案は、産業建設分科会で詳細審査をお願いします。

【議案第２４号 令和２年度潟上市下水道事業会計補正予算（第３号）（案）について】

○委員長（菅原理恵子） 次に、議案第24号、令和２年度潟上市下水道事業会計補正予算

（第３号）（案）についてを議題とします。

議案第24号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（菅原理恵子） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

本案は、産業建設分科会で詳細審査をお願いします。

【議案第２５号 令和３年度潟上市一般会計予算（案）について】

○委員長（菅原理恵子） 次に、議案第25号、令和３年度潟上市一般会計予算（案）につ

いてを議題とします。
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議案第25号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。16番大谷委員。

○１６番（大谷貞廣） 教育費に関して、ちょっと細かいかもしれません。大綱とちょっ

とはずれているかもしれないのですけれどもお伺いしたいと思いますので宜しくお願い

致します。

人づくりは国づくり、潟上市も人づくりのためにはかなり力を入れていることはわか

っています。その中でひとつ。外国青年招致事業費というのがあります。

○委員長（菅原理恵子） 大谷委員、何ページでしょうか。

○１６番（大谷貞廣） 79ページ。それで、昨年よりも増えているのですけれども、これ

は要するにアシスタント来日なのでしょうけれども、この件については、外国の青年を

１人プラスということなのでしょうか、昨年からの継続でそういう具合になっているの

でしょうか。

それからその中に、オリエンテーションというのがあるのですけれども、この件につ

いては市でも条例があるはずです。それに従って、そのおいでになるアシスタントの方々

の資金というんですか、そういうものを潟上市の財政だとか、そういうものまでオリエ

ンテーションの中に入っているのかどうか。出勤もしっかりローテーションで回ってい

ると思いますけれども、盛んに今外国語を取得しなければいけないよと言われている中

で、こういうものをきちっと、それから要するに現場に入っていろいろなことをしてお

るのかどうか、そこいら辺をお尋ねしたいと思います。

○委員長（菅原理恵子） 山田学校教育課長。

〇学校教育課長（山田敬輔） ただいまのご質問にお答えします。

まずはＡＬＴの増員についてでありますが、これまで３人で行っています。３人に変

更はありません。帰国してさらに帰国分来日するということでございます。

２点目、オリエンテーションについてでありますが、これは新規来日したＡＬＴを一

括して国の方で行うものであります。

以上です。

○委員長（菅原理恵子）16番大谷委員。

○１６番（大谷貞廣） ここのところに、来日後、来日直後オリエンテーション負担と、

国でやるところの負担、潟上市のオリエンテーションとは違うということだと。私また、

潟上市の教育方針に従ってやっていただくよとそう勘違いしておりましたので、そうで

なくて、国でしたものをそのまま引き継ぐということなのですね。そう理解していいで



- 10 - 令和３年第１回定例会

すか。

○委員長（菅原理恵子） 山田学校教育課長。

〇学校教育課長（山田敬輔） ただいまのご質問にお答えします。

大谷委員ご理解のとおりでございます。宜しくお願い致します。

○委員長（菅原理恵子） 16番大谷委員、よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。７

番鐙委員。

○７番（鐙 仁志） ページ数で５ページなのだけれど、13番の仕入れ及び賃借料とある

のだけれど、物品借り上げ料のストーブ13台分とあるけれども、これどこに置くのかな。

○委員長（菅原理恵子） 鐙委員、今これをやっているのですけれども。何ページですか。

○７番（鐙 仁志） ５ページ。

○委員長（菅原理恵子） ５ページ。鐙委員、今違います。これやっています。

○７番（鐙 仁志） わかりました。

○委員長（菅原理恵子） 宜しいですか。ほかにございませんか。12番藤原委員。

○１２番（藤原典男） 70ページの水産業振興費が、前年度と比べて減になっております

けれどもこの主な理由ということと、あとはページ71ページの地域活性化イベント事業

費、これが廃目となっておりますが、おそらくコロナの関係だとは思うのですけれども、

何を予定していてそれで廃目にしたのか、その理由をお願いします。

○委員長（菅原理恵子） 櫻庭産業建設部長。

○産業建設部長（櫻庭春樹） ただいまのご質問にお答え致します。

水産業費の少なくなった分については、事業１つ終了しておりますので、その分が減

額になっているということでございます。

それから廃目の件につきましては、主にグリーンランドまつりの地域活性化イベント

事業費でございます。これにつきましては皆さんご存知のとおりと思いますが、現在の

コロナの感染拡大の観点から、私どもでどうするかということを日々考えましたけれど

も、今回は当初予算にはグリーンランドまつりの予算は盛り込んでいないということで

ご理解していただきたいと思います。

○委員長（菅原理恵子） 12番藤原委員、宜しいですか。ほかに質疑ありませんか。２番

戸田委員。

○２番（戸田俊樹） 今回の予算規模が141億円、これ先般から市長並びに副市長の方から

は、この規模が潟上市としてのあるべき基本的な歳入歳出予算とおっしゃっていますけ
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れども、骨格予算として今回令和３年度の一般会計を組んでいるわけで、今後新しい市

長が誕生し新たな事業を起こす場合にどれほどの余裕があるのか、その辺の見解をお聞

きしたいと思います。

それから、配付されております潟上市予算概要の中で、令和２年度末の財調の状況が

記載されて報告を受けていますが、調整基金は令和２年度末、要するに３月末いっぱい

で９億1,072万4,000円で、特定目的基金というのがありまして合併振興基金、これは合

併特例債を事前にお借りした分ですから借金とみなすわけですけれどもこれが８億

4,638万8,000円ですから、この引き算をしますと残念ながら6,000万円、7,000万円ほど

よりないという解釈をして宜しいかどうか。これを合せたものが基金で財調なのだと捉

えた方がいいのか、その見方はオープンされておりますから見解をちょっと求めたいと

思います。

さらには、財調の令和３年度末は７億4,072万円で、合併振興基金が６億8,138万8,000

円になって、トータルして15億7,708万8,000円で、３億6,081万5,000円が減ずるという

ことですから数字に嘘はないわけですけれども、こういうのを一般市民からどう解釈し

てけばいいのか、財政が厳しいという折はその都度市からの発信もありますし、議会と

しても我々もその理解をしているところですけれども、そういう大きなところの見解を、

常任委員会等ではちょっとその辺はできないので、考え方をちょっとお願いしたいと思

います。見方です。

○委員長（菅原理恵子） 栗山副市長。

○副市長（栗山隆昌） ただいまのご質問でございますが、第１点目につきましてはちょ

っとこの場にはそぐわないと思いますので、その点は回答を控えさせていただきます。

それから基金の考え方につきましては、全員協議会でお配りした資料に基づいてのご質

問だと思いますけれども、財政調整基金につきましては、令和２年度末９億1,000万円、

それに対して令和３年度当初で１億6,999万9,000円と、令和３年度末で７億4,072万

5,000円という数字をお示ししてございます。それから、合併振興基金につきましても８

億4,638万8,000円のもの、これは令和２年度末、それが令和３年度の増減で１億6,500

万円を使いまして令和３年度末では６億8,138万8,000円となっております。この合併振

興基金につきましては、基金を設立する段階から皆様には何回もご説明させていただい

たところでございますけれども、合併特例債を使いながらそれを基金として積み立て、

毎年ルールの範囲内、うちの方でいいますと１億8,000万円の範囲で償還した分の範囲で
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基金を取り崩して使っていくというルールに基づいたものでございますので、ご理解の

ほど宜しくお願いします。

○委員長（菅原理恵子） ２番戸田委員。

○２番（戸田俊樹） 今副市長から今答弁ありまして。

○委員長（菅原理恵子） ２番戸田委員、所管委員のことだと思うのです、総務の。詳細

については所管の分科会で。

○２番（戸田俊樹） 委員長、これは所管に負担された案件の中以外の予算概要の一番大

きいところだと思うのです。そうすると、予算委員会で質疑応答しないで委員会であっ

たのとは見方が違うと思うのです。ですから、ここのところは委員会審査のところでこ

れがというと、この数字についてはこの予算書には出てきていないのです。ですから、

そういう意味ではこういうところでやるべきが本来の予算特別委員会と解釈しますけれ

ども。若干お許しをお願いします。

○委員長（菅原理恵子） どうですか。

○２番（戸田俊樹） 委員長、だめならだめと言って。やめるから。

○委員長（菅原理恵子） では事務局と。じゃあ、１回休憩します。

午前１０時２４分 休憩

…………………………………………………………………………………………………………

午前１０時２８分 再開

○委員長（菅原理恵子） 休憩前に引き続き会議を再開致します。

戸田委員、所管の委員会で詳細をやっていただければと思いますので宜しくお願い致

します。

ほかに質疑ありませんか。２番戸田委員。

○２番（戸田俊樹） 先ほどの所管に関わることですから所管の委員会で質問してくださ

いということですから所管でしますけれども、その次に、歳出の性質別予算というのが

あって、款項を超えた区分で予算の前年度比等とあるわけです。そうすると、ここの総

務に関係するものと総務に関係しないものとあるのだけれども、じゃあ義務的経費の人

件費というのはこれは全部総務ですか。総務にはならないのです。全職員が各部署に分

かれているわけですから、総務部なぜ義務的経費が、こんなに給与が何％も上がってい

るのですかと。この大綱については説明いただきたいということになればできますか。

○委員長（菅原理恵子） ２番戸田委員、おっしゃることは重々承知しておりますけれど
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も、理解できますけれども、委員会のそれこそ議題というか運営の仕方、それについて

はのちほどまた見直していく機会があればそうさせていただきたいなと思いますので、

今回は委員会審査をしていただければと思いますので、宜しくお願い致します。

○２番（戸田俊樹） わかりました。

○委員長（菅原理恵子） ほかにありませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（菅原理恵子） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

本案は、それぞれ所管の分科会で詳細審査をお願い致します。

【議案第２６号 令和３年度潟上市国民健康保険事業特別会計予算（案）について】

○委員長（菅原理恵子） 次に、議案第26号、令和３年度潟上市国民健康保険事業特別会

計予算（案）についてを議題とします。

議案第26号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。12番藤原委員。

○１２番（藤原典男） 118ページ歳出の中の一般管理費の中の12委託料なのですけれども、

何を委託するのかその事業の内容と必要性とをお願い致したいと思います。

○委員（菅原理恵子） 菅原市民生活部長。

○市民生活部長（菅原 剛） 詳細な内容ですので、委員会で私説明したいと思いますが、

国保の事務全般に関わる事務の委託であります。

以上です。

○委員（菅原理恵子） 宜しいですか。ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（菅原理恵子） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

本案は、社会厚生分科会で詳細審査をお願いします。

【議案第２７号 令和３年度潟上市後期高齢者医療特別会計予算（案）について】

○委員長（菅原理恵子） 次に、議案第27号、令和３年度潟上市後期高齢者医療特別会計

予算（案）についてを議題とします。

議案第27号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（菅原理恵子） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

本案は、社会厚生分科会で詳細審査をお願いします。

【議案第２８号 令和３年度潟上市介護保険事業特別会計予算（案）について】
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○委員長（菅原理恵子） 次に、議案第28号、令和３年度潟上市介護保険事業特別会計予

算（案）についてを議題とします。

議案第28号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（菅原理恵子） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

本案は、社会厚生分科会で詳細審査をお願いします。

【議案第２９号 令和３年度潟上市豊川財産区特別会計予算（案）について】

○委員長（菅原理恵子） 次に、議案第29号、令和３年度潟上市豊川財産区特別会計予算

（案）についてを議題とします。

議案第29号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（菅原理恵子） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

本案は、産業建設分科会で詳細審査をお願いします。

【議案第３０号 令和３年度潟上市下虻川財産区特別会計予算（案）について】

○委員長（菅原理恵子） 次に、議案第30号、令和３年度潟上市下虻川財産区特別会計予

算（案）についてを議題とします。

議案第30号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（菅原理恵子） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

本案は、総務文教分科会で詳細審査をお願いします。

【議案第３１号 令和３年度潟上市和田妹川財産区特別会計予算（案）について】

○委員長（菅原理恵子） 次に、議案第31号、令和３年度潟上市和田妹川財産区特別会計

予算（案）についてを議題とします。

議案第31号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（菅原理恵子） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

本案は、総務文教分科会で詳細審査をお願いします。

【議案第３２号 令和３年度潟上市飯塚財産区特別会計予算（案）について】

○委員長（菅原理恵子） 次に、議案第32号、令和３年度潟上市飯塚財産区特別会計予算

（案）についてを議題とします。
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議案第32号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（菅原理恵子） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

本案は、総務文教分科会で詳細審査をお願いします。

【議案第３３号 令和３年度潟上市水道事業会計予算（案）について】

○委員長（菅原理恵子） 次に、議案第33号、令和３年度潟上市水道事業会計予算（案）

についてを議題とします。

議案第33号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（菅原理恵子） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

本案は、産業建設分科会で詳細審査をお願いします。

【議案第３４号 令和３年度潟上市下水道事業会計予算（案）について】

○委員長（菅原理恵子） 次に、議案第34号、令和３年度潟上市下水道事業会計予算（案）

についてを議題とします。

議案第34号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（菅原理恵子） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

本案は、産業建設分科会で詳細審査をお願いします。

【議案第３５号 令和３年度潟上市一般会計補正予算（第１号）（案）について】

○委員長（菅原理恵子） 次に、議案第35号、令和３年度潟上市一般会計補正予算（第１

号）（案）についてを議題とします。

議案第35号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。７番鐙委員。

○７番（鐙 仁志） ５ページ、県議会議員補欠選挙費のところにあるのだけれども、13

番の使用料及び賃借料とあるのだけれど、これストーブ13台借りるということになって

いますけれども、これどこから借りてどこに置くのか、その説明をしていただきたいと

思います。

○委員長（菅原理恵子） 鐙委員、質疑は施策などに対する考え方を総括大綱的に行うも

ので、基本的に款項までの範囲であります。冒頭申し上げたとおり、分科会審査の範疇

の質問は、運営基準により行わないこととなっておりますので、重ねてお知らせ致しま

す。
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ほかにございませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（菅原理恵子） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

本案は、それぞれ所管の分科会で詳細審査をお願い致します。

以上で、本日の日程は全部終了致しました。本日はこれで散会します。

このあと、各常任委員会及び予算特別委員会分科会を開催するので宜しくお願い致し

ます。

また、３月10日水曜日午前10時から本特別委員会を再開しますのでご参集お願い致し

ます。

なお、10日の本特別委員会には、会派で分科会の審査内容についての情報交換を行い、

審査内容を十分に把握したうえで出席くださるよう重ねてお願い致します。

どうもご苦労様でした。

午前１０時３７分 散会


